
                 令和７年８月号            回 覧 

 

 

     ○お金を「送る・手渡す・振り込む」前に相談 

・ お金の話はひとりで決めずに、家族や警察（♯9110）などに相談してください 

○詐欺のニュースに関心をもつ 

・ テレビのニュースや新聞記事を見て、最新の知識をつけることで詐欺と気づきやすくなります 

○留守番電話設定の活用 

・ 被害の入り口の大半が固定電話への着信です。在宅時でも常に留守番電話に設定し、犯人か 

らの電話に直接出ないようにしましょう 

○対策機器の設置 

・ 防犯機能付き電話機などの通話内容を自動録音したり、警告メッセージが流れる機能が付い 

た対策機器は被害防止に効果的です 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

駅北交番だより 
岐阜県加茂警察署 

みの太田駅北交番 

 

電話 0574-27-2017 

○ 毎年 9 月 1 日は『防災の日』、8 月 30 日～9 月 5 日までは『防災週間』、 

この時期、台風の接近や上陸による被害発生も懸念されます。 

必要な備えを行っておくことで被害を軽減することが可能です。 

避難場所や避難経路などを確認したり、地域で行われる防災訓練に参加 

するなど、日ごろから災害の発生に備えておくことが大切です。 

○情報収集～ハザードマップで危険個所を確認し防災情報を収集する 

○備蓄～非常食、飲料水、生活用水、衛生用品、医薬品などを備蓄する 

○避難経路の確認～避難場所、避難経路、避難方法を家族で確認する 

○家具の固定～家具が倒れないよう固定する 

○避難グッズの準備～非常持ち出し袋、飲料水、食料、医薬品などを入れておく 

○安否確認～災害時に家族と連絡を取る手段を決めておく 

○ 8 月も暑い日が続き、川遊びなどの水辺のレジャーが多 

くなります。川で安全に楽しむために、次の点に注意しまし 

ょう ! 

①  ライフジャケットの着用 

②  飲酒後の川への立ち入り禁止 

③  危険な場所への接近禁止 

④  増水時の避難 

⑤  子どもから目を離さない 

 

●雨が降りはじめたときなどは、急な増水がありますので

すぐに避難 ! 

●橋の下では絶対に雨宿りはしない ! 

です 

   こどもは何かに夢中になると周りが見えなくなります、 

 道路へ飛び出したり、急に方向を変えたりします 

   車を運転される方は、こどもの姿を見たら、 

こどもの動静に十分注意し、 

交通通事故にならないよう 

気をつけましょう 

○ 暴力団等からの被害を受けた場合は、暴力団等を 

恐れることなく、「警察」や「公益財団法人岐阜県暴 

力追放推進センター」などにご相談ください。 

● 暴力団追放三ない運動＋1(プラスワン)とは 

・  暴力団を利用しない 

・ 暴力団を恐れない 

・ 暴力団に金を出さない 

＋(プラス) 

・ 暴力団と交際しない 

時期です。 

   こどもは何かに夢中になると周りが見えなくなります、 

 道路へ飛び出したり、急に方向を変えたりします。 

   車を運転される方は、こどもの姿を見たら、 

こどもの動静に十分注意し、 

交通通事故にならないよう 

気をつけましょう。 

 

 特殊詐欺被害に遭わないために 

 防災の日 【 9月 1日 】  ～ 災害に備える ～ 

暴力団排除活動の推進 水難事故に気をつけて ! 


